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う
る
ま
市
情
報
公
開
制
度
・

個
人
情
報
保
護
制
度
に
つ
い
て

　
う
る
ま
市
で
は
、
平
成
17
年
４
月
１
日
か
ら
「
う
る
ま
市
情
報
公
開
条
例
」
と

「
う
る
ま
市
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
制
定
し
、
市
民
の
知
る
権
利
の
尊
重
と
市
の

市
政
に
関
す
る
説
明
責
任
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
行
政
文
書
の
開
示
を
求
め
る
権

利
を
い
か
な
る
人
に
も
保
障
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に

関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
、
個
人
の
尊
重
と
市
民
生
活
の
安
定
を
図
り
、
も
っ
て

市
民
の
基
本
的
人
権
を
擁
護
し
ま
す
。

　

市
は
、
市
民
の
皆
様
に
身
近
な
仕
事
を
し

て
い
る
た
め
、
多
く
の
個
人
情
報
を
収
集
、

管
理
、
利
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
個

人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
最
大
限
の
保

護
に
努
め
る
と
と
も
に
、
開
示
請
求
等
の
自

己
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
を
保
障

し
ま
す
。

　

自
己
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利

【
開
示
請
求
】

　

自
分
に
つ
い
て
ど
ん
な
情
報
が
あ
る
の
か

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
訂
正
請
求
】

　

自
分
の
情
報
に
誤
り
が
あ
れ
ば
、
訂
正
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
削
除
請
求
】

　

自
分
の
情
報
が
条
例
に
違
反
し
て
収
集
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
削
除
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
中
止
請
求
】

　

自
分
の
情
報
が
条
例
に
違
反
し
て
目
的
外

に
利
用
・
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の

利
用
・
提
供
の
中
止
な
ど
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
開
示
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
個
人
情
報

　

個
人
情
報
保
護
制
度
で
は
、
個
人
の
情
報

は
そ
の
本
人
に
す
べ
て
開
示
す
る
こ
と
が
原

則
で
す
。
し
か
し
、
公
共
の
利
益
を
守
り
、

　

市
が
保
有
し
て
い
る
情
報
は
、
市
と
市
民

の
み
な
さ
ん
と
の
共
有
の
財
産
で
す
。
情
報

公
開
制
度
と
い
う
の
は
、
市
が
保
有
し
て
い

る
情
報
を
見
た
い
と
き
に
、
だ
れ
で
も
、
い

つ
で
も
公
開
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

権
利
を
保
障
す
る
も
の
で
す
。
同
時
に
、
市

に
対
し
て
は
市
民
の
み
な
さ
ん
の
公
開
の
請

求
に
応
じ
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

　
公
開
請
求
で
き
る
人

　

市
民
、
市
民
以
外
を
問
わ
ず
誰
で
も
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
公
開
対
象
と
な
る
情
報

　

職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た

文
書
、
図
画
、
写
真
等
及
び
磁
気
テ
ー
プ
な

ど
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報

　
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
情
報

　

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
情
報

（
個
人
情
報
）、
法
律
・
条
例
等
の
規
定
で
公

開
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
情
報
（
法
令
秘
情

報
）、
法
人
等
に
関
す
る
企
業
情
報
（
法
人

等
情
報
）、
公
開
さ
れ
る
と
公
正
・
適
正
な

運
営
が
著
し
く
妨
げ
ら
れ
る
情
報
（
行
政
執

行
情
報
）
等

　
情
報
公
開
を
す
る
機
関
（
実
施
機
関
）

　

市
長
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、

監
査
委
員
、
農
業
委
員
会
、
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
、
消
防
長
、
水
道
事
業
管
理
者
、

議
会

情
報
公
開
制
度

個
人
情
報
保
護
制
度

市
政
の
公
正
な
執
行
の
た
め
情
報
の
内
容
や

性
質
に
よ
っ
て
は
例
外
的
に
不
開
示
と
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

次
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
開
示
し
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

○
法
律
や
条
例
の
定
め
に
よ
り
開
示
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
情
報　

○
個
人
の
評
価
、
診
断
、
相
談
等
の
情
報
で
、

開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
事
務
の

適
正
な
執
行
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
情
報

○
捜
査
、
訴
訟
等
の
情
報
で
、
開
示
す
る
こ
と

に
よ
り
こ
れ
ら
事
務
の
適
正
な
執
行
に
支

障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
情
報

○
未
成
年
者
の
法
定
代
理
人
に
よ
る
開
示
の

請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
で
、
そ
の
子
供
の

利
益
に
反
す
る
と
認
め
た
情
報

○
市
が
「
う
る
ま
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報

保
護
制
度
運
営
審
議
会
」
の
意
見
を
聴
い

て
、
開
示
し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

認
め
た
情
報

　
情
報
公
開
を
す
る
機
関
（
実
施
機
関
）

　

情
報
公
開
制
度
の
機
関
と
同
じ
で
す
。

※
個
人
情
報
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
本
人

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
運
転
免
許
証
又

は
旅
券
な
ど
が
必
要
で
す
。


